
千葉県市川児童相談所 児童福祉司（臨時的任用職員）募集要項 

 

 

１ 募集職種 児童福祉司  １１名 

   

２ 雇用形態 臨時的任用職員（フルタイム） 週５日 

   

３ 応募資格 ・年齢：不問 

  ・学歴：社会福祉系大学の各学科を修めて卒業 

  ・ワード、エクセルの基本的な操作が可能であること 

  ※社会福祉士、精神保健福祉士等の資格、児童福祉に 

関する業務経験があれば尚可 

   

４ 就業場所 千葉県市川児童相談所（市川市東大和田２－８－６） 

   

５ 業務内容 児童及びその家族の相談、指導、調査等の児童に関する 

ケースワーク業務 

   

６ 勤務時間 ８時３０分から１７時１５分（うち休憩時間６０分） 

   

７ 休日・休暇等 土日祝日、週休二日制、年末年始休暇、有給休暇等 

   

８ 賃金 月額 235,435円（地域手当、調整手当を含む） 

   

９ 社会保険 地方職員共済組合に加入 

   

１０ 応募必要書類 ①履歴書（写真貼付） 

②職務経歴書（職歴がある場合） 

※応募書類は返却しません（当方の責任にて廃棄） 

   

１１ その他 ・学歴、職歴に応じて基本給が加算されます。 

・有給休暇は採用期間に応じて付与します。 

・採用決定から勤務開始まで１か月程度要します。 

   

１２ 問合せ先 千葉県市川児童相談所 庶務課 成瀬（なるせ） 

ＴＥＬ：０４７－３７０－１０７７ 

対応時間：月～金 ９：００～１７：００ 

 


